
コミュニティバス（にじバス）ファミリー割引の拡充について（報告） 

 

１ 協議内容 

コミュニティバス「ファミリー割引」の適用期間について、これまでの日曜日及び  

小平市立小学校の長期休み（夏休み・冬休み・春休み）において適用してきたが、新たに 

「祝日（長期休みを除く年間１３日程度）」を追加する。 

 

２ 協議結果及び経過 

  ・令和５年８月４日 

「ファミリー割引」の拡充について、委員全員が「異議なし」と回答した。その結果、

「ファミリー割引」の適用期間に祝日を追加することで、協議が調った。 

 

・令和５年８月１８日 

西武バス株式会社が、国土交通省へ「道路運送法第９条第４項及び同法施行規則 

第９条第２項に掲げる協議が調っていることの証明書」を添付し、「一般乗合旅客自

動車運送事業における運賃設定」届出書を提出した。 

 

３ 適用開始時期 

   令和５年９月１８日（月）  

 

＜参考：ファミリー割引等の利用実績＞ 

                                      （人） 

 
ﾌｧﾐﾘｰ割引利用人数 減収運賃 

（子ども 80円） 

年間 

乗車人数 

１日平均乗車人数 

年間 １日平均 全体 祝日平均 

平成３０年度 650 6.1 52,000円 246,651 675.8 539.8 

令和元年度 618 5.5 49,440円 224,184 612.5 498.1 

令和２年度 191 1.8 15,280円 168,589 461.9 283.4 

令和３年度 314 2.9 25,120円 181,576 497.5 351.3 

令和４年度 564 5.3 45,120円 197,636 541.5 425.9 

令和５年度 

(4月～9月) 
464 7.3 37,120円 105,042 574.0 459.8 

   

・令和５年９月１８日（月） １２人  敬老の日 

・令和５年９月２３日（土）  １人  秋分の日 

・令和５年１０月９日（月）  ８人  スポーツの日 

 

資料４ 

令和５年１０月２５日 


